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株主総会にご出席いただけない場合

書面（郵送）またはインターネットにより議決権を行
使くださいますようお願い申しあげます。
議決権行使期限
2024年６月25日（火曜日）午後5時15分まで

　
靜甲株式会社



株主各位 (証券コード　6286)
2024年６月７日

(電子提供措置の開始日　2024年６月４日)

静岡県静岡市清水区天神二丁目８番１号

靜 甲 株 式 会 社
取 締 役 社 長 鈴 木  惠 子

　当社ウェブサイト
　https://www.seiko-co.com/ir/

　東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第122回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第122回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「株主総会関連資料」より、ご確認ください。）

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブ　
サイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「靜甲」または「コ
ード」に当社証券コード「6286」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を　
順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認くださ
い。）

　なお、当日ご出席されない場合は、以下の「議決権行使のご案内」に記載のとおり、インタ
ーネット等または書面（郵送）により議決権を行使することができますので、株主総会参考書
類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬具
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議決権行使のご案内

株主総会への出席により
議決権を行使していただく場合

　

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を
会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

書面（郵送）により
議決権を行使していただく場合

　

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、
2024年６月25日（火曜日）午後５時15分までに
到着するようご返送ください。

インターネットにより
議決権を行使していただく場合

　

｢インターネットによる議決権行使のご案内｣（５頁）をご確認のうえ、
当社の指定する議決権行使ウェブサイトにアクセスいただき、
2024年６月25日（火曜日）午後５時15分までに
賛否をご入力ください。
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■１ 日　　時 2024年６月26日（水曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）

■２ 場　　所 静岡県静岡市清水区天神二丁目８番１号
当社　清水工場２階会議室
(末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

■３ 目的事項 報告事項 1．第122期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査
役会の連結計算書類監査結果報告の件

2．第122期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決議事項 第１号議案 剰余金配当の件
第２号議案 取締役8名選任の件
第３号議案 監査役4名選任の件
第４号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

■４ 議決権行使につい
てのご案内

・インターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた
議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

・インターネット等と書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、
到着日時を問わず、インターネット等による議決権行使を有効なものとして　
お取り扱いいたします。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に
対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱い　
いたします。

・後述の【議決権行使についてのご案内】もあわせてご参照ください。

●当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
●電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、　

修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
●電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第18条２項の規定に基づき、書面交付請求をいただい

た株主さまに対してお送りする書面には記載しておりません。したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算
書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であり
ます。

　　① 事業報告の「業務の適正を確保するための体制」
　　② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
　　③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

　　なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項から上記項目を除いたもの
を記載した書面を送りいたします。

記

以　上
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に　
対する賛否をご表示のうえ、切手を
貼らずにご投函ください。

次頁の案内に従って、議案の賛否を
ご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2024年６月26日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前９時30分）

2024年６月25日（火曜日）
午後５時15分到着分まで

2024年６月25日（火曜日）
午後５時15分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１、４号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印
第２、３号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
見 本

※議決権行使書用紙はイメージです。
書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたし
ます。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
見 本

見 本

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 午前9：00～午後9：00）

5



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

第1号議案 剰余金配当の件

配当財産の種類 金銭

配当財産の割当てに関する事項
及びその総額

当社普通株式1株につき金８円
配当総額 51,733,448円

剰余金の配当が効力を生じる日 2024年６月27日

株主総会参考書類

剰余金の配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
当社は、グループにおける将来の事業展開に必要な投資を行って企業体質の一層の強化を図りつつ、
株主の皆さまには、安定配当を継続的に行うことを基本方針としております。
この基本方針に基づき、当期の期末配当につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。
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第2号議案 取締役8名選任の件

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

再 任

1
　

すず

鈴
き

木
 

　
けい

惠
こ

子
（1950年２月27日生）

    2000年    6月 日本機械商事㈱（本社：東京都）　監査役
    2001年    6月 当社　取締役
    2002年    4月 当社　代表取締役　取締役社長（現在に至る）
    2004年    6月 静岡スバル自動車㈱　取締役
    2006年    5月 日本機械商事㈱（本社：東京都）　取締役会長
    2006年    6月 静岡スバル自動車㈱　取締役会長
    2009年    5月 日本機械商事㈱（本社：東京都）　代表取締役会長
    2017年    6月 日本機械商事㈱（本社：大阪府）　代表取締役会長
    2018年    5月 日本機械商事㈱（本社：大阪府）　取締役
    2019年    7月 日本機械商事㈱　取締役会長
    2021年    5月 日本機械商事㈱　代表取締役　取締役会長
    2022年    5月 日本機械商事㈱　取締役　相談役
    2024年    5月 日本機械商事㈱　取締役　（現在に至る）

887,370株

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

再 任

2
　

すず

鈴
き

木
 

　
たか

孝
のり

典
（1973年12月４日生）

    1998年    4月 大成建設㈱　入社
    2017年    5月 ㈱エコノス・ジャパン　取締役
    2017年    5月 静岡自動車㈱　取締役
    2017年    5月 ㈱ビルメンテ　取締役
    2017年    6月 日本機械商事㈱（本社：大阪府）　取締役
    2019年    6月 当社　取締役（現在に至る）
    2020年    5月 静岡スバル自動車㈱　代表取締役　取締役社長
    2022年    5月 静岡ブイオート㈱　取締役（現在に至る）
    2024年    4月 静岡スバル自動車㈱　代表取締役　取締役会長

（現在に至る）

35,870株

　本総会終結の時をもって取締役全員（10名）が任期満了となりますので、取締役８名の選任をお願いするもので
あります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

再 任

3
　

すず

鈴
き

木
 

　
やす

康
ゆき

之
（1955年12月3日生）

    1981年    4月 当社　入社
    2003年    4月 当社　三島工場長兼務業務課長
    2004年    4月 当社　三島工場長
    2010年    4月 当社　商事事業部長兼務業務課長
    2011年    4月 当社　商事事業部長
    2012年    4月 当社　商事事業部長兼務電機部長
    2012年    6月 当社　執行役員　商事事業部長兼務電機部長
    2013年    7月 当社　執行役員　商事事業部長
    2016年    4月 当社　執行役員　富士川工場長
    2017年    4月 当社　執行役員　特命事項担当
    2017年    6月 当社　取締役
    2017年    10月 当社　取締役　富士川工場長兼務製造部長
    2018年    4月 当社　取締役　富士川工場長
    2023年    4月 当社　取締役　富士川工場・生産革新推進室担当

（現在に至る）

4,000株

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

再 任

4

　

やま

山
した

下
 

　
かず

一
ひろ

弘
（1963年５月25日生）

    1984年    4月 当社　入社
    2014年    4月 当社　清水工場長
    2015年    6月 当社　執行役員　清水工場長
    2018年    4月 当社　執行役員　包装機械事業本部　清水工場長
    2019年    4月 当社　執行役員　商事事業部長
    2020年    6月 当社　取締役　商事事業部長
    2022年    4月 当社　取締役　包装機械事業本部長・商事事業部担当
    2022年    5月 ㈱共和テック　取締役（現在に至る）
    2023年    6月 当社　取締役　包装機械事業本部長
    2024年    4月 当社　取締役　市場開発事業部・清水工場・三島工場・

技術企画室担当（現在に至る）

4,100株
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候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

再 任

5
　

きっ

吉
かわ

川　
のり

範
ゆき

幸
（1958年１月４日生）

    2007年    10月 日本機械商事㈱（本社：東京都）　入社
    2015年    5月 日本機械商事㈱（本社：東京都）　執行役員　営業推進部長
    2016年    4月 日本機械商事㈱（本社：東京都）　執行役員　清水支店長
    2018年    5月 日本機械商事㈱（本社：東京都）　取締役　清水支店長
    2019年    4月 当社　経営企画室長
    2020年    6月 当社　執行役員　経営企画室長兼務秘書課長
    2023年    4月 当社　執行役員　経営企画室長
    2023年    6月 当社　取締役　経営企画室長（現在に至る）

－

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

再 任

6
　

すず

鈴
き

木
 

　
ひろ

浩
ゆき

之
（1975年８月30日生）

    2004年    5月 日本機械商事㈱（本社：東京都）　取締役
    2012年    6月 当社　取締役（現在に至る）
    2016年    5月 静岡スバル自動車㈱　取締役会長
    2017年    3月 同社　代表取締役　取締役会長
    2018年    5月 日本機械商事㈱（本社：東京都）　代表取締役　専務取締役
    2019年    7月 日本機械商事㈱　代表取締役　取締役副社長
    2020年    5月 静岡自動車㈱　代表取締役　取締役社長
    2022年    5月 日本機械商事㈱　代表取締役　取締役会長（現在に至る）
    2022年    5月 静岡自動車㈱　取締役会長（現在に至る）

33,370株

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

再 任

7
　

ゆ

湯
こ

子
 

　
なお

直
き

樹
（1964年３月15日生）

    1992年    9月 日本機械商事㈱（本社：大阪府）　入社
    2014年    4月 日本機械商事㈱（本社：大阪府）　営業部長
    2016年    6月 日本機械商事㈱（本社：大阪府）　取締役　部長
    2017年    6月 日本機械商事㈱（本社：大阪府）　取締役　営業部長
    2018年    5月 日本機械商事㈱（本社：大阪府）　常務取締役
    2019年    7月 日本機械商事㈱（本社：東京都）　常務執行役員

大阪営業本部長
    2022年    5月 日本機械商事㈱（本社：東京都）　代表取締役　取締役社長

（現在に至る）
    2023年    6月 当社　取締役（現在に至る）

1,000株

9



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

新 任

8
　

すぎ

杉
もと

本
 

　
 

　
もとき

基
（1961年８月30日生）

    1984年    4月 太田昭和監査法人（現　EY新日本有限責任監査法人） 入所
    1997年    4月 杉本会計事務所開設　同所長（現在に至る）
    2012年    5月 SUS㈱　取締役（現在に至る）
    2016年    5月 スター精密㈱　取締役（現在に至る）

－

(注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 杉本基氏は、社外取締役の候補者であります。
3. 杉本基氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識、並びに会社役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外の独立した

立場から当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするもの
であります。

4. 杉本基氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員とする予定であり
ます。

5. 当社は、鈴木孝典氏、鈴木浩之氏、湯子直樹氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について
法令が定める最低責任限度額を限度とする契約を締結中であります。鈴木浩之氏、湯子直樹氏が再任された場合は、当社と各氏との間で同様
の契約を継続する予定であります。また、杉本基氏が選任された場合は、当社と同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。
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第3号議案 監査役４名選任の件

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所有する当社の株式数

再 任

1
　

さくら

櫻
い

井
 

　
よし

嘉
お

夫
（1957年１月２日生）

    1980年    4 月 当社　入社
    2011年    4 月 当社　管理部長
    2012年    6 月 当社　執行役員管理部長
    2013年    5 月 静岡スバル自動車㈱　取締役
    2015年    5 月 静岡自動車㈱　代表取締役　取締役社長
    2018年    5 月 静岡スバル自動車㈱　監査役（現在に至る）
    2020年    6 月 当社　監査役（現在に至る）
    2021年    5 月 ㈱PUREST　監査役
    2023年    ２ 月 ㈱Cool the Earth　監査役（現在に至る）

2,200株

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所有する当社の株式数

再 任

2
　

やま

山
ぐち

口
 

　
たか

貴
し

史
（1973年11月６日生）

    2010年    4 月 平井工業㈱　入社
    2015年    4 月 同社　常務取締役
    2019年    4 月 同社　専務取締役（現在に至る）
    2020年    6 月 当社　社外監査役（現在に至る）

－

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所有する当社の株式数

新 任

3
　

おと

音
なり

成
 

　
ひで

秀
き

樹
（1958年９月１日生）

    1982年    ４ 月 ㈱静岡銀行　入行
    2012年    ６ 月 同行　理事名古屋支店長
    2013年    ６ 月 静銀セゾンカード㈱　代表取締役社長

－

　本総会終結の時をもって監査役全員（４名）が任期満了となりますので、監査役４名の選任をお願いするもので
あります。
　監査役候補者は、次のとおりであります。
　なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

11



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所有する当社の株式数

新 任

4
　

の

野
の

々
やま

山
 

　
しげる

茂
（1959年５月30日生）

    1983年    ４月 ㈱清水銀行　入行
    2007年    ６月 同行　理事本店営業部長
    2011年    ６月 同行　取締役
    2013年    ６月 同行　常務取締役
    2019年    ６月 清水総合コンピュータサービス㈱　代表取締役社長

－

(注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 山口貴史氏、音成秀樹氏、野々山茂氏は、社外監査役の候補者であります。
3. 社外監査役候補者とした理由等について
（1）山口貴史氏につきましては、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づいた助言を行っていただくとともに、社外の独立した立場か

らの監視により取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するため、引き続き社外監査役としての選任をお願いするものであります。
　  なお、同氏の当社社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年であります。
（2）音成秀樹氏、野々山茂氏につきましては、金融機関における役員等の経験を活かした専門的な見地からの助言を行っていただくととも

に、社外の独立した立場からの監視により取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するため、社外監査役としての選任をお願いするも
のであります。

4. 当社は山口貴史氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏の再任が承認された
場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

5. 当社は、櫻井嘉夫氏、山口貴史氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について法令が定める
最低責任限度額を限度とする契約を締結中であり、各氏が再任された場合には、当社と各氏の間で同様の契約を継続する予定であります。

　  また、音成秀樹氏、野々山茂氏が選任された場合は、当社と各氏との間で同様の契約を締結する予定であります。
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第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

氏名 略歴
すず
鈴

 

　
き
木

 

　
たけ
武

 

　
お
夫

    2006年    6月 当社　取締役
    2011年    6月 当社　代表取締役　専務取締役（現在に至る）

おお
大

 

　
いし
石

 

　
 

 
 

 
 

　
とおる
透     2011年    6月 当社　取締役（現在に至る）

こ
小

 

 
 

 
ばやし
林

 

 
 

 
かず
和

 

　
ひと
仁

    2012年    6月 当社　社外監査役
    2019年    6月 当社　社外取締役（現在に至る）

と
戸

 

　
つか
塚

 

　
のぶ
伸

 

　
ひさ
久     2016年    6月 当社　社外監査役（現在に至る）

おお
大

 

　
つ
津

 

　
よし
善

 

　
たか
敬     2016年    6月 当社　社外監査役（現在に至る）

　本総会終結の時をもって取締役を退任されます鈴木武夫氏、大石透氏、小林和仁氏及び監査役を退任されます　　
戸塚伸久氏、大津善敬氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範
囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。
　その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、鈴木武夫氏、大石透氏については取締役会に、戸塚伸久氏、大津善敬氏
については監査役の協議に、また、小林和仁氏の取締役在任期間分については取締役会に、監査役在任期間分につい
ては監査役の協議に、それぞれご一任願いたいと存じます。
　退任取締役及び退任監査役の略歴は次のとおりであります。

以上
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1 企業集団の現況

第122期
（2024年３月期）

前期比

売上高 361億 2百万円 4.5％増
営業利益 8億82百万円 61.0％増
経常利益 9億98百万円 47.7％増
親会社株主に帰属する当期純利益 7億79百万円 135.4％増
　

不動産等賃貸事業

0.4％

電機機器事業

19.5％

産業機械事業

20.9％

冷間鍛造事業

3.7％
車両関係事業

55.5％
事業別売上高
構成比

事業報告（2023年４月１日から2024年３月31日まで）

(1) 当事業年度の事業の状況
事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国の経済は、雇用・所得環境が改善し、個人消費やインバウンド需要が持ち直した
ことによって、景気は緩やかな回復基調で推移しました。一方で、急激な円安による物価上昇、ウクライナ・パレ
スチナによる政情不安の影響や中国及びＥＵ経済の減速など海外景気の下振れが懸念され、引き続き不透明な状況
が続いております。
　当連結会計年度の当社グループの売上高は、電機機器事業では自動車関連の自動機を中心に販売が堅調に推移し
ました。また、車両関係事業も前年同期の実績を上回りました。産業機械事業は前年同期並みの実績となりまし
た。一方、冷間鍛造事業は主要納入先の在庫調整の影響を受け、前年同期の実績を下回りました。
これらの結果、売上高は、前年同期比4.5％増の361億２百万円となりました。
　利益面では、電機機器事業及び産業機械事業での原価改善に加え、産業機械事業での改造工事や保守メンテナン
スの堅調な推移により、経常利益は前年同期比47.7％増の９億９千８百万円、親会社株主に帰属する当期純利益
は前年同期比135.4％増の７億７千９百万円となりました。
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産業機械事業

売上高
7,534百万円
（前年同期比1.7%減）

　

　包装機械は、大型の液体充填ラインや液体充填巻締機が前年同
期並みに推移し、改造工事や保守メンテナンス及び部品販売は前
年同期の実績を上回りました。一方、検査装置などの産業機械は
前年同期の実績を下回りました。これらの結果、売上高は前年同
期比1.7％減の75億３千４百万円となりました。営業利益は利益
率が改善され、前年同期比76.6％増の８億８千７百万円となりま
した。

7,663

第121期
（2023年３月期）

7,534

第122期
（2024年３月期）

（単位：百万円）売上高

冷間鍛造事業

売上高
1,343百万円

（前年同期比23.6%減）

　

　電動工具部品は、主要納入先の在庫調整が緩和され、前年同期
の実績を上回りました。一方、自動車部品の一部では中国向けの
部品が減産となりました。また、産業機械部品においては、主要
納入先の大幅な減産や在庫調整により、受注が低調に推移したた
め、前年同期の実績を大きく下回りました。これらの結果、売上
高は前年同期比23.6％減の13億４千３百万円、営業利益は前年同
期比82.7％減の２千３百万円となりました。

1,343

第122期
（2024年３月期）

1,758

第121期
（2023年３月期）

（単位：百万円）売上高

電機機器事業

売上高
7,024百万円

（前年同期比19.4%増）

　

　主力のＦＡ関連機器では、静岡県内製造業の需要が堅調に推移
したことに加え、自動車関連の大型自動機の販売もあり、前年同
期の実績を大きく上回りました。空調周辺部材は商圏拡大により
西日本を中心に販売が伸長し、空調機器、設備機器、冷熱機器も
堅調に推移したことにより前年同期の実績を上回りました。これ
らの結果、売上高は前年同期比19.4％増の70億２千４百万円、営
業利益は前年同期比47.3％増の５億８千万円となりました。

5,881

第121期
（2023年３月期）

7,024

第122期
（2024年３月期）

（単位：百万円）売上高

　企業集団の事業区分別売上状況は次のとおりであります。
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車両関係事業

売上高
20,049百万円
（前年同期比5.1%増）

　

　スバル新車販売は、新型車クロストレックが牽引し、登録車の
販売台数は堅調に推移したものの、ＯＥＭ車種の出荷停止の影響
を受けたことにより新車販売台数が減少し、前年同期の実績を下
回りました。一方、ＢＹＤ車両の販売を開始した輸入車販売はポ
ルシェ車販売を主体として堅調に推移しており、前年同期の実績
を上回りました。中古車販売及びサービスの売上も前年同期の実
績を上回りました。これらの結果、売上高は前年同期比5.1％増の
200億４千９百万円、営業利益は輸入車販売の新店舗オープンに
伴う経費の増加などにより、前年同期比40.4％減の２億４千万円
となりました。

19,085

第121期
（2023年３月期）

20,049

第122期
（2024年３月期）

（単位：百万円）売上高

不動産等賃貸事業

売上高
150百万円

（前年同期比2.9%増）

　

　売上高は、前年同期比2.9％増の１億５千万円、営業利益は前年
同期比24.7％減の５千３百万円となりました。 146

第121期
（2023年３月期）

150

第122期
（2024年３月期）

（単位：百万円）売上高

(2) 設備投資の状況
　当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は10億6千２百万円であります。
　その主なものは、社有車の取得（6億3千5百万円）であります。
(3)  資金調達の状況
　当連結会計年度中に、グループの所要資金として、金融機関より長期借入金として1億５千万円の調達を実施しま
した。
　その他の増資、社債発行等による資金調達は行っておりません。
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34,53531,666 31,401

第121期第120期第119期

36,102

第122期

（単位：百万円）売上高≫

675

895
696

第121期第120期第119期

998

第122期

（単位：百万円）経常利益≫

331

△847

750

第121期第120期第119期

779

第122期

（単位：百万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△）

≫

27,19924,892 27,045

14,20313,82113,532

第121期第120期第119期

28,363

15,223

第122期

（単位：百万円）総資産/純資産≫
■総資産　■純資産

52.62

△131.72

116.81

第121期第120期第119期

120.52

第122期

（単位：円）
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

≫

2,194.122,104.34 2,195.45

第121期第120期第119期

2,354.07

第122期

（単位：円）１株当たり純資産額≫

区　　分 第119期
2021年３月期

第120期
2022年３月期

第121期
2023年３月期

(当連結会計年度)
第122期

2024年３月期

売 上 高 (百万円) 31,666 31,401 34,535 36,102
経 常 利 益 (百万円) 895 696 675 998
親会社株主に帰属する当期純利益また
は親会社株主に帰属する当期純損失
( △ )

(百万円) △847 750 331 779

１株当たり当期純利益また
は１株当たり当期純損失
( △ )

(円) △131.72 116.81 52.62 120.52

総 資 産 (百万円) 24,892 27,045 27,199 28,363
純 資 産 (百万円) 13,532 13,821 14,203 15,223
１ 株 当 た り 純 資 産 額 （円） 2,104.34 2,195.45 2,194.12 2,354.07

(4) 直前３事業年度の財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

(注) 　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を第120期の期首から適用しており、第120期以降に係る
　　　　主要な経営指標等については、当該会計基準を適用した後の指標等となっております。

17



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

12,02011,231 12,118

第121期第120期第119期

13,060

第122期

（単位：百万円）売上高≫

135
181

303

第121期第120期第119期

299

第122期

（単位：百万円）経常利益≫

58

△621

480

第121期第120期第119期

361

第122期

（単位：百万円）当期純利益又は当期純損失（△）≫

14,86614,524 14,006

9,7559,6679,675

第121期第120期第119期

15,663

10,262

第122期

（単位：百万円）総資産/純資産≫
■総資産　■純資産

9.32

△96.67

74.80

第121期第120期第119期

55.90

第122期

（単位：円）
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

≫

1,506.921,504.49 1,535.60

第121期第120期第119期

1,586.91

第122期

（単位：円）１株当たり純資産額≫

区　　分 第119期
2021年３月期

第120期
2022年３月期

第121期
2023年３月期

（当事業年度）
第122期

2024年３月期

売 上 高 (百万円) 11,231 12,118 12,020 13,060
経 常 利 益 (百万円) 181 303 135 299
当期純利益または当期純損失
( △ ) (百万円) △621 480 58 361
１株当たり当期純利益また
は１株当たり当期純損失
( △ )

(円) △96.67 74.80 9.32 55.90

総 資 産 (百万円) 14,524 14,006 14,866 15,663
純 資 産 (百万円) 9,675 9,667 9,755 10,262
１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 1,504.49 1,535.60 1,506.92 1,586.91

② 当社の財産及び損益の状況

(注) 　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を第120期の期首から適用しており、第120期以降に係る
　　　　主要な経営指標等については、当該会計基準を適用した後の指標等となっております。
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❶ 産業機械事業では、市場のニーズに応える新機種の開発と拡販に取り組みます。また、インドネシアに当社グ
ループ初となる海外拠点を開設し、既存顧客へのアフターフォロー体制の拡充と東南アジア市場における事業
基盤の確立に取り組みます。

❷ 冷間鍛造事業では、展示会への出展等による積極的な営業活動により、新規顧客の開拓と新規アイテムの受注
獲得に努めます。また、段取り時間の短縮や自動化の推進による更なるリードタイム短縮などの生産性向上に
取り組みます。

❸ 電機機器事業では、グループ各社との協業を推進して製造業向けの自動化設備や検査装置などシステム受注の
拡大に取り組むとともに、取扱商材や商圏の拡大を推進します。また、ＩＴの活用による働きやすい職場づく
りやバックオフィスの充実にも取り組んでまいります。

❹ 車両関係事業では、独自のポイント還元サービスやアプリ運用開始によりお客さまとの繋がりを強め、来店の
促進を図ります。また、お客さま一人ひとりのニーズに合った提案により新車案件化率及び成約率の向上を図
るとともに、環境に配慮したＥＶ車両も身近な選択肢として提案してまいります。

(5) 対処すべき課題
　当社グループでは、ＩＴの活用を軸とした生産性の向上並びに人材の確保についてグループ全体での重要な経営課
題として取り組むとともに、各事業においては次の課題に取り組んでまいります。

事業区分 主要な事業内容
産業機械事業 包装機械等の製造販売

冷間鍛造事業 冷間鍛造製品の製造販売

電機機器事業 FA機器・空調機器・冷凍機器等電機機器の販売及び空調設備等設置工事

車両関係事業 車両及びその関連商品の販売修理

不動産等賃貸事業 駐車場経営及び貸自動車事業等

(6) 企業集団の主要な事業内容（2024年３月31日現在）
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名称 所在地 名称 所在地
本社 静岡市清水区 清水工場 静岡市清水区

本社別館 静岡市清水区 三島工場 三島市

富士川工場 富士市 沼津営業所 沼津市

浜松営業所 浜松市中央区 名古屋営業所 名古屋市中区

東京営業所 東京都千代田区 大阪営業所 大阪市中央区

会社名 所在地
日本機械商事株式会社 東京都千代田区、大阪府大阪市中央区 他 ２拠点

静岡スバル自動車株式会社 静岡市清水区 他 県内19拠点

株式会社エコノス・ジャパン 菊川市

静岡自動車株式会社 静岡市葵区

静岡ブイオート株式会社 静岡市駿河区、浜松市中央区

株式会社PUREST 静岡市駿河区 他 県内２拠点

株式会社共和テック 静岡市清水区

株式会社Cool the Earth 静岡市葵区内2拠点

(7) 企業集団の主要な営業所及び工場（2024年３月31日現在）

① 当社

② 子会社
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使用人数 前期比増減
875（78）名 32（△6）名

使用人数 前期比増減 平均年齢 平均勤続年数
409（22）名 △2（△10）名 40歳4か月 16年7か月

(8) 企業集団の使用人の状況（2024年３月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

(注) 使用人数は、当社グループ外から当社グループ内への出向受入者等を含み、当社グループ内から当社グループ外への出向者等を除いた就業人員
数であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員含む）は、（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の使用人の状況

(注) 使用人数は就業人員数（契約社員15名を含み、当社から社外への出向者29名を除く）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材派遣会
社からの派遣社員含む）は、（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

会社名 資本金
（千円）

当社の議決権比率
（％） 主要な事業内容

日本機械商事株式会社 50,000 100.00 包装機械の販売

静岡スバル自動車株式会社 50,000 100.00 自動車の販売修理

株式会社エコノス・ジャパン 30,000 100.00 殺菌装置、食品加工機械等の製造販売

静岡自動車株式会社 16,000 100.00 駐車場経営及び貸自動車事業

静岡ブイオート株式会社 20,000 100.00 輸入自動車の販売修理

株式会社PUREST 5,000 100.00 輸入自動車の販売修理

株式会社共和テック 19,500 100.00 産業機械の製造販売

株式会社Cool the Earth 5,000 100.00 電気自動車の販売修理

(9) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況
　該当事項はありません。

② 子会社の状況

(注)　静岡ブイオート株式会社、株式会社PUREST及び株式会社Cool the Earthは、静岡スバル自動車株式会社の100％子会社であります。
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借入先 借入残高（千円）
株式会社静岡銀行 1,960,841

株式会社清水銀行 1,528,351

スバルファイナンス株式会社 700,000

静清信用金庫 318,655

静岡県信用農業協同組合連合会 192,500

 株式会社三菱UFJ銀行 140,006

(10)主要な借入先及び借入額（2024年３月31日現在）

2 株式に関する重要な事項（2024年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 19,200,000株
(2) 発行済株式総数 6,466,681株（自己株式16,642株を除く）

(3) 当事業年度末の株主数 1,024名

株主名 持株数（株） 持株比率（%）
鈴与ホールディングス株式会社 1,832,260 28.33

鈴木惠子 887,370 13.72

有限会社テイ・エム・ケイ 617,600 9.55

靜甲従業員持株会 480,281 7.43

株式会社静岡銀行 311,500 4.82

株式会社清水銀行 309,290 4.78

清水食品株式会社 204,000 3.15

鈴与自動車運送株式会社 104,000 1.61

清水運送株式会社 80,000 1.24

DBS　BANK　LTD. 78,800 1.22

(4) 上位10名の株主

(注)　持株比率は自己株式（16,642株）を控除して計算しております。
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3 会社役員に関する事項

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役　取締役社長 鈴木惠子 日本機械商事株式会社　取締役相談役
代表取締役　専務取締役 鈴木武夫 静岡スバル自動車株式会社　代表取締役　取締役会長
取締役 大石　透 渉外・関係会社・IT推進担当
取締役 鈴木康之 富士川工場・生産革新推進室担当
取締役 山下一弘 包装機械事業本部長（委嘱）
取締役 吉川範幸 経営企画室長（委嘱）

取締役 鈴木浩之 日本機械商事株式会社　代表取締役　取締役会長
静岡自動車株式会社　取締役会長

取締役 小林和仁
取締役 鈴木孝典 静岡スバル自動車株式会社　代表取締役　取締役社長
取締役 湯子直樹 日本機械商事株式会社　代表取締役　取締役社長
常勤監査役 櫻井嘉夫

監査役 戸塚伸久 戸塚伸久税理士事務所　所長
株式会社共同会計センター　取締役

監査役 大津善敬 株式会社ハマキョウレックス　社外取締役
監査役 山口貴史 平井工業株式会社　専務取締役

新 旧 氏名
市場開発事業部・清水工場・三島工場
・技術企画室担当 包装機械事業本部長（委嘱） 山下一弘

(1) 取締役及び監査役の氏名等（2024年３月31日現在）

(注) 1. 取締役小林和仁氏は社外取締役であります。
2. 監査役戸塚伸久氏、大津善敬氏及び山口貴史氏は、社外監査役であります。
3. 監査役戸塚伸久氏及び山口貴史氏は東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届け出ております。
4. 監査役戸塚伸久氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
5. 当社と取締役鈴木浩之氏、小林和仁氏、鈴木孝典氏、湯子直樹氏及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第
１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としてお
ります。

6. 当事業年度末日後の取締役の担当の異動について（2024年４月１日付）
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区分 支給人員（名） 報酬等の額（千円）

取締役 10 156,580

監査役 4 25,570

合計（うち社外役員） 14（4） 182,150（17,350）

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

(注) 1. 取締役の報酬限度額は、2023年６月28日開催の第121回定時株主総会において年額300,000千円以内（使用人兼務取締役に対する使用人
分給与は含まない）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は10名であります。

2. 監査役の報酬限度額は、1990年６月18日開催の第88回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。当該株主　
総会終結時点の監査役の員数は３名であります。

3. 報酬等の額には、当事業年度に係る役員退職慰労金の支払いに対する引当金繰入額（取締役7名に対し10,750千円、監査役４名に対し
1,750千円（うち社外役員４名に対し1,000千円））が含まれております。

(3) 役員報酬の内容の決定に関する方針等
　当社は、2021年２月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議して
おります。
　当社は、当社の役員の報酬制度を「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、企業価値の持続的
な向上を図るために、持続的な成長に不可欠な人材を確保・維持し、動機付けるための仕組み」と位置づけ、以下の
点に基づき、構築・運用するものとしております。

① 取締役報酬の方針
ⅰ　基本的な考え方
・短期および中長期の業績と企業価値の向上を促進する報酬とする
・持続的な成長に不可欠な人材を確保できる報酬制度とする
・客観性・透明性を担保する適切なプロセスを経て決定されることとする

ⅱ　報酬水準
　役員報酬の水準については、当社の事業内容、業績及び経営環境を考慮しながら、当社と同規模の主要　
企業における役員報酬水準等の指標との比較検証を行っております。

ⅲ　報酬構成
　報酬構成の割合は各取締役の役位、常勤・非常勤の別、担当職務及び貢献度等を総合的に勘案して決定し
た固定基本報酬及び役員退職慰労金で構成し、報酬の額の全部を占めております。
　役員退職慰労金については、「役員退職慰労金規則」に定める基準に基づき、支給総額等を決定しており
ます。
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固定基本報酬
業績連動報酬

賞与 株式報酬
100％ － －

固定基本報酬
業績連動報酬

賞与 株式報酬
100％ － －

ⅳ　報酬ガバナンス
報酬の決定方法
　報酬額は、当社が定める「役員報酬規則」に基づき、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、取締役会
で決定しております。取締役会としては報酬の額の決定を代表取締役取締役社長に一任することとしてお
り、一任を受けた代表取締役取締役社長が、人事、経理を担当する執行役員と協議を行い、各人別の報酬額
を決定しております。

② 監査役報酬の方針
ⅰ　基本的な考え方
・株主の負託を受けた監査役の業務執行が可能な優秀な人材を登用できる報酬としております。
・株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる、「透明性」「公正性」「合理性」の
高い報酬体系としております。

ⅱ　報酬水準
　監査役報酬の水準については、当社の事業内容及び経営環境を考慮しながら、当社と同規模の主要企業に
おける監査役報酬水準等の指標との比較検証を行っております。

ⅲ　報酬構成
　報酬構成の割合は、監査役の役割と独立性の観点から固定基本報酬及び役員退職慰労金で構成し、報酬の
額の全部を占めております。
　役員退職慰労金については、「役員退職慰労金規則」に定める基準に基づき、支給総額等を決定しており
ます。

ⅳ　報酬ガバナンス
報酬の決定方法
　監査役報酬は、監査役会における監査役の協議により決定しております。
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(4) 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会
が判断した理由

　取締役の個人別の報酬等の内容につきましては、代表取締役取締役社長鈴木惠子が、人事、経理を担当する執行　
役員と、原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその内容を尊重し、
決定方針に沿うものであると判断しております。

(5) 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
　取締役会は、代表取締役取締役社長鈴木惠子に対し各取締役の報酬の額の決定を委任しております。委任した理由
は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当職務及び貢献度等の評価を行うには代表取締役取締役社長が適し
ていると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、人事、経理を担当する執行役員と　
協議を行いその妥当性等について確認しております。

(6) 社外役員に関する事項
① 取締役　小林　和仁

ⅰ　他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
　該当事項はありません。

ⅱ　他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
　該当事項はありません。

ⅲ　主要取引先等特定関係事業者との関係
　該当事項はありません。

ⅳ　当事業年度における主な活動内容
　当事業年度に開催された取締役会13回のうち全てに出席し、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を
確保するために社外の立場から適宜質問、助言を行う他、金融機関における役員の経験をふまえ、必要に応
じて専門的な見地からの提言を行っております。

ⅴ　社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
　小林和仁氏は、社外取締役に就任以降、金融機関における役員経験者としての豊富な経験と知識に基づ
き、当社の経営に対する監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮して
おります。

② 監査役　戸塚　伸久
ⅰ　他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

戸塚伸久税理士事務所　所長
株式会社共同会計センター　取締役
　当社と戸塚伸久税理士事務所及び株式会社共同会計センターとの間には、特別な利害関係はありません。
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ⅱ　他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
　該当事項はありません。

ⅲ　主要取引先等特定関係事業者との関係
　該当事項はありません。

ⅳ　当事業年度における主な活動内容
　当事業年度に開催された取締役会13回及び監査役会13回のうちそれぞれ12回に出席し、取締役会の意思
決定の妥当性及び適正性を確保するために社外の立場から適宜質問、助言を行う他、税理士として必要に応
じて専門的な見地からの提言を行っております。

③ 監査役　大津　善敬
ⅰ　他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
　該当事項はありません。

ⅱ　他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
株式会社ハマキョウレックス　社外取締役
　当社と株式会社ハマキョウレックスとの間には、特別な利害関係はありません。

ⅲ　主要取引先等特定関係事業者との関係
　該当事項はありません。

ⅳ　当事業年度における主な活動内容
　当事業年度に開催された取締役会13回及び監査役会13回のうちそれぞれ11回に出席し、取締役会の意思
決定の妥当性及び適正性を確保するために社外の立場から適宜質問、助言を行う他、金融機関における役員
の経験をふまえ、必要に応じて専門的な見地からの提言を行っております。

④ 監査役　山口　貴史
ⅰ　他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

平井工業株式会社　専務取締役
　当社と平井工業株式会社との間には、特別な利害関係はありません。

ⅱ　他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
　該当事項はありません。

ⅲ　主要取引先等特定関係事業者との関係
　該当事項はありません。

ⅳ　当事業年度における主な活動内容
　当事業年度に開催された取締役会13回及び監査役会13回のうち全てに出席し、取締役会の意思決定の　
妥当性及び適正性を確保するために社外の立場から適宜質問、助言を行う他、経営者としての豊富な経験と
幅広い見識をふまえ、必要に応じて専門的な見地からの提言を行っております。

27



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

4 会計監査人に関する事項

内容 金額（千円）
当事業年度に係る報酬等の額 27,000

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 27,000

(1) 会計監査人の名称
芙蓉監査法人

(2) 会計監査人に対する報酬等の額

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておら
ず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」をふまえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の
職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行ってお
ります。

(3) 会計監査人が行った非監査業務
　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出す
る会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に
基づき、会計監査人を解任いたします。
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連結貸借対照表（2024年３月31日現在） (単位：千円)

科目 金額 科目 金額

資産の部
流動資産

現金及び預金

受取手形、売掛金及び契約資産

電子記録債権

商品及び製品

仕掛品

原材料及び貯蔵品

その他

貸倒引当金

固定資産
有形固定資産

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

土地

リース資産

建設仮勘定

その他

無形固定資産

のれん

その他

投資その他の資産

投資有価証券

繰延税金資産

その他

貸倒引当金　

17,041,286

8,481,451

4,127,908

1,095,230

2,272,073

428,147

41,807

627,695

△33,029

11,322,280
7,767,762

3,221,324

1,286,239

3,060,680

33,286

36,424

129,807

208,053

25,594

182,458

3,346,464

3,034,517

117,333

199,313

△4,700　

負債の部
流動負債 11,022,985
支払手形及び買掛金 3,132,977
電子記録債務 542,257
短期借入金 3,742,512
リース債務 10,517
未払法人税等 207,215
契約負債 1,576,307
賞与引当金 564,877
製品保証引当金 26,328
受注損失引当金 19,183
その他 1,200,808

固定負債 2,117,554
長期借入金 1,197,841
リース債務 31,912
繰延税金負債 180,369
役員退職慰労引当金 226,757
退職給付に係る負債 191,964
資産除去債務 163,376
その他 125,333

負債合計 13,140,539
純資産の部
株主資本 14,098,830
資本金 100,000
資本剰余金 3,159,341
利益剰余金 10,845,277
自己株式 △5,788

その他の包括利益累計額 1,124,196
その他有価証券評価差額金 1,124,196

純資産合計 15,223,026
資産合計 28,363,566 負債純資産合計 28,363,566

連結計算書類
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連結損益計算書（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
(単位：千円)

科目 金額
売上高 36,102,826
売上原価 28,378,641
売上総利益 7,724,185
販売費及び一般管理費 6,841,413
営業利益 882,772
営業外収益 144,652
受取利息 562
受取配当金 87,985
仕入割引 8,203
受取賃貸料 17,986
物品売却益 10,061
助成金収入 1,057
その他 18,794
営業外費用 29,009
支払利息 18,602
譲渡制限付株式関連費用 4,168
その他 6,238
経常利益 998,414
特別利益 132,258
固定資産売却益 939
投資有価証券売却益 86,318
建物解体費用戻入益 45,000
特別損失 118,665
固定資産売却損 453
固定資産除却損 15,118
減損損失 103,094

税金等調整前当期純利益 1,012,007
法人税、住民税及び事業税 364,845
法人税等調整額 △132,689
当期純利益 779,851
親会社株主に帰属する当期純利益 779,851
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貸借対照表（2024年３月31日現在） (単位：千円)
科目 当期 科目 当期

資産の部
流動資産
現金及び預金
受取手形
電子記録債権
売掛金
契約資産
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前払費用
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
リース資産
建設仮勘定

無形固定資産
ソフトウェア
ソフトウェア仮勘定
その他

投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
その他
貸倒引当金　

8,335,684
2,999,797
167,002
778,992
2,005,541
1,044,885
658,915
352,545
25,905
71,419
253,651
△22,972
7,328,210
2,250,582
847,000
44,396
457,852
27,492
76,474
740,703
3,838
52,824
146,236
142,296
3,940

0
4,931,391
2,260,886
2,622,858
51,409
△3,763　

負債の部
流動負債 4,433,763
電子記録債務 542,257
買掛金 1,495,874
短期借入金 1,189,988
リース債務 3,616
未払金 294,678
未払費用 103,933
未払法人税等 33,149
未払消費税等 92,936
契約負債 348,314
預り金 16,474
賞与引当金 281,595
製品保証引当金 26,328
受注損失引当金 4,616

固定負債 968,071
長期借入金 450,030
リース債務 556
繰延税金負債 213,337
退職給付引当金 45,144
役員退職慰労引当金 162,687
資産除去債務 33,951
その他 62,364

負債合計 5,401,834
純資産の部
株主資本 9,457,938
資本金 100,000
資本剰余金 3,078,639
資本準備金 1,833,576
その他資本剰余金 1,245,063

利益剰余金 6,285,087
利益準備金 211,715
その他利益剰余金 6,073,372
買換資産圧縮積立金 174,401
別途積立金 4,316,000
繰越利益剰余金 1,582,971

自己株式 △5,788
評価・換算差額等 804,121
その他有価証券評価差額金 804,121

純資産合計 10,262,060
資産合計 15,663,895 負債純資産合計 15,663,895

計算書類
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損益計算書（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
(単位：千円）

科目 金額

売上高 13,060,939

売上原価 10,674,601

売上総利益 2,386,337

販売費及び一般管理費 2,281,304

営業利益 105,033

営業外収益 207,702

受取利息 838

受取配当金 156,174

その他 50,688

営業外費用 13,010

支払利息 7,020

その他 5,990

経常利益 299,725

特別利益 89,442

固定資産売却益 3,288

投資有価証券売却益 86,153

特別損失 68,403

固定資産売却損 289

固定資産除却損 7,784

減損損失 60,329

税引前当期純利益 320,764

法人税、住民税及び事業税 62,839

法人税等調整額 △103,823

当期純利益 361,748
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芙 蓉 監 査 法 人
静岡県静岡市
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 杉 原 賢 一
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 金 田 洋 一

独立監査人の監査報告書
2024年５月20日

靜甲株式会社
取締役会　御中

　

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、靜甲株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の
連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、靜甲株式会社及
び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、　
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。　
また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対
して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計
算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

監査報告

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当
該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施

する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際

して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記

事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業

の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な　
不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に　
表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査
人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容　
可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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芙 蓉 監 査 法 人
静岡県静岡市
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 杉 原 賢 一
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 金 田 洋 一

独立監査人の監査報告書
2024年5月20日

靜甲株式会社
　取締役会　御中

　

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、靜甲株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第122期
事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計
算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に
従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。　
また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対し
て意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類
等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ
の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示すること
にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した　
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、
我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事
項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施

する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際し

て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記

事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の

前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。　
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し
ているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容　
可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査役会は2023年４月１日から2024年３月31日までの第122期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成し
た監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
(1)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締

役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その

他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて　

説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事務所において業務および財産の状況を調査いたしました。　　
また、子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から　
事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社およ
びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項および第3
項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につ
いて、取締役および使用人等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見
を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行わ
れることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年
10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の　
主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて　
説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書および個別注記表）およびその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動
計算書および連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告書謄本
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２．監査の結果
(1)　事業報告等の監査結果

① 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の

記載内容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2)　計算書類およびその附属明細書の監査結果
　会計監査人芙蓉監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。
(3)　連結計算書類の監査結果
　会計監査人芙蓉監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

2024年５月22日

靜甲株式会社　監査役会

常勤監査役 櫻 井 嘉 夫 ㊞
社外監査役 戸 塚 伸 久 ㊞
社外監査役 大 津 善 敬 ㊞
社外監査役 山 口 貴 史 ㊞

　

以　上
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会　場
　

静岡県静岡市清水区天神二丁目８番１号
当社　清水工場２階会議室

交　通
　

東名高速：清水インターチェンジより車で５分
J R 東 海：清水駅より徒歩15分　

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

定時株主総会会場ご案内図

至静岡

至静岡

至静岡

至沼津

至沼津

至名古屋

至東京
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清水東高校
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Ｊ
Ｒ
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海

東名高速道路

国道一号線バイパス

国道一号線

株主総会会場

靜甲

あいネット
ホール
江尻台


